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X、Y、ZはW工務店の大工で、V邸の建
築作業をしていた。XとYが木材の運搬中
に、XがV邸脇に立っている木にアシナガ
バチの巣をみつけた。
このままでは危ないと思ったXは、Yの
制止を聞かずに、駆除しようとして木を強
く揺らした。すると、大量のアシナガバチ
が発生し、十数メートル離れたところにい
たZを含めて３人とも顔や手足などを刺さ
れてしまった。
命にかかわるほどではなかったが、業務
上の災害として、X、Y、Zは労災認定の手
続きを行った。

Yと Zは業務上の災害として認定された
が、木を強く揺らしたXについては、故意
にハチの巣を刺激したものとして業務外と
された。

「業務災害」とは、業務上の事由による
労働者の負傷、疾病、傷害または死亡をい
う。
「業務上」とは、業務が原因となったと
いうことであり、業務と傷病などとの間に
一定の因果関係があることをいう。
「業務上」と認められるためには「業務
起因性」が認められなければならず、その
前提条件として「業務遂行性」が認められ
なければならない。この「業務遂行性」は
次のような３つの類型に分けることができ
る。
⑴事業主の支配・管理下で業務に従事し
ている場合
⑵事業主の支配・管理下にあるが、業務
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に従事していない場合
⑶事業主の支配下にはあるが、管理課を
離れて業務に従事している場合
なお、⑴事業主の支配・管理下で業務に
従事している場合であっても、次の場合に
は業務災害と認められない。
①労働者が就業中に私用（私的行為）を
行い、または業務を逸脱する恣意的行為を
していて、それが原因となって災害を被っ
た場合
②労働者が故意に災害を発生させた場合
③労働者が個人的なうらみなどにより、
第三者から暴行を受けて被災した場合
④地震、台風など天災事変によって被災
した場合（ただし、事業場の立地条件や作
業条件・作業環境などにより、天災事変に
際して災害を被りやすい業務の事情がある
ときは業務災害）
また、労基則第1の2に列挙されている
業務上の疾病の範囲の1つの「ハチの刺傷
から体内に侵入した毒素による疾病」が認
められるには、「ハチのいる可能性の高い
場所で作業し、危険な職場環境に起因して」
傷病が発生することが必要となる。
事例として、鉄道沿線の土手の草刈作業
中に、草むらから飛び出したスズメバチに
作業者３人が刺され、刺された作業者のう
ち１人が約２時間後に死亡したケースや、
作業現場から約１km離れた道具小屋に道
具を取りに行った際に、道具小屋の軒下に
あったスズメバチの巣から飛び出してきた
ハチに作業者が刺され、すぐにマイクロバ
スで病院に運び込まれたものの、搬送途中
に容態が急変して意識がなくなり死亡した
ケースなどがある。
以上のことから、本件では、Yと Zにつ
いては、「業務起因性」および「業務遂行
性」が認められ「業務災害」として認定さ

れた。しかし、Xに関しては、ハチを駆除
しようとして木を強く揺らした行為によっ
て「労働者が故意に災害を発生させた」と
判断されたことから、「業務災害」として
認められなかった。
同じ作業場で、同じような作業を行って
いる状況であるにもかかわらず、労災認定
の判断が分かれたものであるが、もしYと
ZがＸの行為に加わってハチの巣を駆除し
ようとしていれば、不支給になった可能性
が高いと思われる。
このため、たとえ「ハチのいる可能性の
高い場所で作業し、危険な職場環境に起因
して」傷病が発生したとしても、故意に発
生させたかどうか、故意に発生させたので
あれば、誰かそのような行為をしたかなど、
個々の状況によって「業務災害」の判断が
異なってくるため、使用者側も注意が必要
である。
なお、労災保険給付の対象となるか否か
の判断は、請求書が提出された後に行われ
ることから、労災保険給付に関することは、
労働者や関係医療機関からの情報による独
自の判断はせずに、管轄の労働基準監督署
に相談することも必要である。
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業務遂行性検証 事故① 事故②
A：業務に従事してい
るか △ 〇

B：事業主の支配下に
あるか 〇 〇

C：施設管理下にある
か 〇 ×

判断 業務遂行
性あり	

業務遂行
性あり


